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１ 本書について 

  本書は、埼玉県行政手続条例第５条の規定により定めた、宅地造成及び特定盛土等規

制法（以下「盛土規制法」という。）に基づく宅地造成等の許可の審査基準等を明示す

るとともに、盛土規制法の条文ごとの解説を記載しています。 

 

 

２ 本書の構成 

  本書は、以下のとおり「例規」、「審査基準」、「解説」、「補足」で構成されています。 

 

  例  規：関係する法律、政令、省令、条例及び規則の条文を記載 

  審査基準：法令に適合しているかを、どのような基準で判断するか具体的に記載 

  解  説：例規、審査基準について、解釈に差異が生じないよう、具体的な法の解釈を

記載 

  補  足：参考にした書籍等、補足情報を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例規 

審査基準 

解説 補足 



 

３ 法令等の略称 

  本書の法令等の略称は、以下のとおりです。 

 

  法、盛土規制法 ・・・ 宅地造成及び特定盛土等規制法 

  政令 ・・・・・・・・ 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 

  省令 ・・・・・・・・ 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 

  条例 ・・・・・・・・ 宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例 

  細則 ・・・・・・・・ 宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則 

 

 

４ 参考・引用文献 

  本書に用いた参考・引用文献は、以下のとおりです。 

 
 ・宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に当たっての留意事項について（技術的助言） 

（令和５年５月２６日国官参宅第１２号。別添１～８を含む。） 

 ・基礎調査実施要領（規制区域指定編）の解説 

（国土交通省・農林水産省・林野庁、令和５年５月） 

 ・盛土等の安全対策推進ガイドライン及び同解説 

（国土交通省・農林水産省・林野庁、令和５年５月） 

・宅地造成及び特定盛土等規制法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に係る関係部局

間の連携に際しての留意事項について（通知） 

（国土交通省・農林水産省・林野庁・環境省、令和５年９月） 
  ・不法・危険盛土等への対処方策ガイドライン（令和５年５月） 

 ・盛土等防災マニュアルの解説（盛土等防災研究会編集、初版） 

 ・道路土工盛土工指針（（社）日本道路協会、平成２２年度版） 

 ・道路土工擁壁工指針（（社）日本道路協会、平成２４年度版） 

 ・道路土工切土工・斜面安定工指針（（社）日本道路協会、平成２１年度版） 

 ・道路土工仮設構造物工指針（（社）日本道路協会、平成１１年度版） 

 ・林道標準図集（林野庁中部森林管理局、令和６年８月） 

・森林整備保全事業標準図集一覧表（治山編）（林野庁） 

・砂防施設設計要領（国土交通省中部地方整備局、令和２年３月） 

・設計要領第一集土工建設編（東・中・西日本高速道路株式会社、令和６年７月） 
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